
栃ト協発第４５号
令和元年６月６日

会 員 各 位
一般社団法人栃木県トラック協会

会 長 吉髙神 健司
(公印省略)

貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当協会の事業運営にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、国土交通省より標記の件について、下記のとおり改正する旨の
通知がありました。

つきましては、本趣旨をご理解のうえ、貴事業所における運行管理者
等に対する周知徹底方をお願い申し上げます。

記

Ⅰ．乗務等の記録（第８条関係）

一般貨物運送事業者及び特定貨物運送事業者は、事業用自動車に係る
運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに、休憩または睡
眠をした場合の地点・日時、荷待ち時間に関する事項等を記録するよう
に定めているところ。

今般、集荷又は配達を行った地点（以下「集荷地点等」という）で積
み込み若しくは取卸し又は付帯業務（以下 「荷役作業等」という）を、
実施した場合における次の事項についても、乗務記録の対象として新た
に追加することとする。

１．乗務記録へ記載対象として追加する内容
①集荷地点等
②荷役作業等の内容並びに開始及び終了の日時
③荷主が①及び②について確認した場合にあっては、その旨
④①及び②の事項について荷主の確認が得られなかった場合にあっ

ては、その旨

※荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場
合は、所要時間が１時間未満であれば荷役作業等についての記載
は不要です。

※対象作業
①荷役作業 例） 積込み、取卸し
②付帯業務 例） 荷造り、仕分、横持ち、縦持ち、棚入れ、

ラベル貼り、はい作業

２．対象車両
車両総重量が８トン以上又は最大積載量が５トン以上の車両に乗

務した場合。

Ⅱ．今後のスケジュール
公 布： 令和元年５月１０日
施 行： 令和元年６月１５日

問い合わせ 適正化事業部 ０２８－６８４－５８８２
記載例等につきましては、協会ホームページ又は適正化
ホームページ及び６月号トラッピーに同封しております。
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憩
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又
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又
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又
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又
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荷
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荷
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。
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施
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。
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施
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さ
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け
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